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ワンヘルス体験学習ゾーン（仮称）基本構想策定支援業務 

企画提案公募実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、ワンヘルス体験学習ゾーン（仮称）基本構想策定支援業務の受

託候補者を選定するために行う企画提案公募の実施に関し、必要な事項を定

めるものである。公募に参加しようとする者（以下「応募者」という。）は、

以下の事項を熟知し、企画・提案を行うこととする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務の名称 

ワンヘルス体験学習ゾーン（仮称）基本構想策定支援業務 

（２）業務の内容 

別添１「仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

契約締結から令和７年１月３１日（金）まで 

（４）予算額 

６，７４４千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

（５）支払時期 

業務完了後の精算払い 

 

３ 応募資格 

応募者が単体企業の場合、（１）から（９）のすべての要件を満たす者であ

ること。共同企業体の場合、構成員は３者以内とし、（１）から（８）の要件

をすべての構成員が満たし、かつ、（９）を構成員の１者以上が満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競

争入札の参加者の資格）に規定する者に該当しないこと。 

（２）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２

月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中で

ない者。 

（３）福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力

団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（４）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申し立

てがなされている者または民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基

づき再生手続開始の申し立てがなされている者ではないこと。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 
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（６）監督官庁より業務停止処分または業の免許もしくは登録の取消処分を受

けていないこと。 

（７）法人であって、福岡県内に事業所（本社、支社等）を有していること。 

（８）当該業務を的確に遂行する体制・ノウハウを有し、かつ円滑に遂行するた

めに必要な経営基盤を有していること。 

（９）平成２６年４月１日以降に、国または地方公共団体（独立行政法人含む）

が設置した博物館、科学館などの展示・体験学習施設（展示部門の面積が１，

０００㎡以上の施設に限る。）の新設、改築、または改修における展示部門

に係る基本構想、基本計画の策定業務または展示設計業務を元請として受

託し、完了した実績を有すること。 

 

４ 企画提案公募スケジュール 

（１）企画提案公募の開始          

令和６年３月２９日（金） 

（２）質問書の受付期限   

令和６年４月１２日（金） 

（３）企画提案書等の提出期限         

令和６年４月１９日（金） １７：００ 

（４）プレゼンテーション及び審査会 

令和６年４月２４日（水） 

（５）審査結果通知             

令和６年５月上旬（予定） 

（６）契約締結               

令和６年５月中旬（予定） 

 

５ 提出書類等 

（１）質問書 

  ① 提出書類 

    質問書（様式１） 

  ② 提出方法 

    「８ 担当部署」宛に電子メールで提出すること。また、提出後は、必

ず電子メールを送付した旨を電話で連絡すること。 

    なお、電話、FAX等による質問は受け付けない。 

  ③ 回答方法 

    質問及び回答は、質問者名を伏せて、福岡県ホームページに掲載する。

なお、公平性の確保、公正な選考を妨げるおそれのある質問には回答しな
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い。 

（２）企画提案書等 

  ① 提出書類 

   ア 応募申込書（様式２） 

   イ 共同企業体結成届（様式３） 

   ウ 事業者概要（様式４） 

   エ 業務実績調書（様式５） 

   オ 業務体制（様式６） 

   カ 企画提案書 

  ② 企画提案書の作成方法 

企画提案書はＡ３で作成し、５頁以内とすること。また、次のアからエ

の内容について記載すること。 

ア 業務スケジュール、業務の方法や手順 

イ 体験学習ゾーンが果たすべき役割及び目指す姿の提案 

ウ 基本構想の内容に係る提案 

エ その他提案すべき事項 

  ③ 提出方法 

「８ 担当部署」宛に郵送または持参により各７部提出すること。また、

提出書類一式を PDFファイルに変換し、同ファイルを記録した電子媒体を

併せて提出すること。郵送の場合は、書留郵便かこれに準ずる信書便とす

る。郵送により受理した場合は、「８ 担当部署」がその旨の連絡を行うも

のとする。 

なお、共同企業体結成届（様式４）は共同企業体の場合のみ提出するこ

ととし、この場合、事業者概要（様式４）及び業務実績調書（様式５）は

全構成員分を提出すること。 

 

６ 受託候補者の選定 

（１）選定方法 

「ワンヘルス体験学習ゾーン（仮称）基本構想策定支援業務受託候補者審

査会」にて、企画提案書及び応募者によるプレゼンテーションの内容を評価・

採点し、合計点により最優秀及び次点の受託候補者を選定する。 

なお、評価・採点の結果、合計点が６０点に満たないときは、受託候補者

として選定しない。 

   また、応募者が５者を超えた場合は、「８ 担当部署」にて企画提案書に

よる事前評価を行い、優秀であると評価された上位５者によりプレゼンテ

ーションを行う。この場合、事前評価の結果は文書で通知する。 
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（２）プレゼンテーション 

  ① 日程・会場 

    後日、福岡県ホームページに掲載する。 

  ② プレゼンテーションの時間 

    説明１５分、質疑応答１０分の合計２５分 

  ③ 出席者 

    ３名以内 

（３）企画提案書及びプレゼンテーションの評価基準 

   別紙１のとおり 

（４）選定結果 

   選定結果は、応募者に書面で通知するほか、最優秀受託候補者は、福岡県

ホームページに掲載する。 

なお、個別具体的な選定理由等、選定の経緯は公表しない。また、選定結

果に対する一切の異議申し立ては受け付けない。 

 

７ 契約締結 

（１）受託候補者と具体的な業務内容等について協議を行い、合意に達した場合

に限り、契約を締結するものとする。 

なお、協議は企画提案書の内容を大きく逸脱しない範囲での内容変更を含

み、協議の結果、最終の仕様を決定する。 

（２）協議は、最初に最優秀受託候補者と行い、合意に至らない場合は、次点の

受託候補者と行う。 

（３）契約にあたっては、福岡県財務規則第 169 条の規定により、契約金額の

100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を県に納付又は提供す

ること。提供された契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約が良好に

履行されたと確認された場合に還付する。 

ただし、下記のいずれかに該当する場合は、これを免除する。 

① 受託者が保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険契約（保

証金額は契約金額の 100 分の 10 以上であること）を締結したとき。 

② 受託者が、福岡県の入札参加資格を有する場合において、過去２年の間

に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を２回以上締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。（このことを証す

る発注者の証明を提出したとき、又は契約書の写しに発注者が契約の適正

な履行完了を認めた書類の写しを添付したとき。） 

（４）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（人件費、旅費、通信運搬費、

消耗品費、印刷製本費、賃借料、謝金、保険料等）を含むものとする。ただ
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し、委託業務とは直接関係ない経費や、飲食費、備品購入など財産取得とな

る経費は対象外とする。 

 

８ 担当部署 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

  福岡県保健医療介護部保健医療介護総務課ワンヘルス総合推進室  

  電話番号 ：０９２－６４３－３６２３ 

  E-mail ：one-health@pref.fukuoka.lg.jp  

mailto:one-health@pref.fukuoka.lg.jp


別紙１ 

 

評価基準 

 

評価項目 評価 評価点

業務 評価する実績 評価

展示部門の面積1,500㎡以上・2件以上 A

展示部門の面積1,500㎡以上・1件 B

展示部門の面積1,000㎡以上・1件 C

評価項目 評価 評価点
※

A

良好 B

普通 C

やや不十分 D

E

A

良好 B

普通 C

やや不十分 D

E

A

良好 B

普通 C

やや不十分 D

E

A

良好 B

普通 C

やや不十分 D

E

A

良好 B

普通 C

やや不十分 D

E

E 0

B 10

C 7.5
不十分

D 3

E 0

・創意工夫があり、かつ論理的な提案となっているか
A 15

極めて良好

極めて良好

B 10

C 7.5
不十分

E 0

提案内容

・具体的かつ実現可能な提案となっているか
A 15

D 3

C 10

不十分
D 4

業務への理解

・関連計画を理解しているか
A 20

・対象施設の特性や役割を理解しているか

極めて良好
B 14

不十分
D 3

E 0

業務スケジュール

・業務が遂行可能なスケジュールが具体的に示されているか
A 15

・業務の方法や手順は具体的かつ適切か

極めて良好
B 10

C 7.5

7.5

D 3
不十分

E 0

業務体制

・業務が遂行可能な人員が確保されているか
　（業務統括者は十分な経験を有しているか、専門家や有資格者が配置されているか）

A 15

・役割分担や命令系統が明確かつ適切であるか
B 10

極めて良好

C

10

C 5
※平成26年4月1日以降の実績

主観的評価：配点80点

評価の着目点

事務的評価：配点20点

評価基準

類似業務の実績

類似業務の実績により評価する
A 20

国または地方公共団体（独立行政法人含む）が設置し
た博物館、科学館などの展示・体験学習施設の新設、
改築、または改修における展示部門に係る基本構想、
基本計画の策定業務または展示設計業務

B


